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３月、４月は人が動く季節です。
入社、人事異動、定年退職等々。
 

そんな人の動きを見て、
「私もスキルアップして来たし、 転職を....。」
と考えるシーズンでもあります。
 

転職を考える前に、健康診断を！とは、常々私がお勧めしている
ことでもありますが、それともうひとつ、考えていただきたいことがあります。
あなたにとって、今の会社の職場環境、福利厚生、人間関係は
捨ててもよいものですか？
 

以下は、転職を結構繰り返した私の友人のお話です。
＊もちろん、ご本人の了解は取っておりまして、ご本人も
　私の体験談をこれから転職を考える方にぜひ知っていただきたい
　と言っております。
 

 

==========================================================
★～A子の転職物語～
 

 A子は、大卒でホテル業に就職しました。 現場のスタッフいわゆる制服組です。
 

仕事にも慣れ、自信を持った彼女は、 もっと上をめざし、試験を受け
中規模の旅行関連業に転職しました。
＊A子のいた会社は賃金が安く、もう少し給料がほしいと思っていたそうです。
 

そして、転職により「給料は、約３割アップ、
希望に燃えて向かった職場なのですが....。
 

●トイレの問題
ホテル業は、働くスタッフも多く、勿論、トイレは男女別々、清掃も専門の
スタッフが行います。
そんなこと、会社なら当然のこととA子は思っていました。
ですが、A子の転職先は、トイレは男女共用、清掃も当番制。
 

●着るものの問題
ホテル業の現場スタッフは当然制服があります。
職場までは、ジーンズにブルゾン、スニーカー。職場で制服＆パンプスに
着替えればいいので、洋服代にお金はかかりません。
 

●ロッカールームの問題
ホテル業では当然、職場で私服から制服に着替えます。
そのため、男女別のロッカールームがあります。
でも、A子の転職先はずっと私服の職場ですから、着替えスペースはもちろん
男女別の休憩室などありません。



男女別の休憩室などありません。
 

●食事の問題
ホテル業は２４時間営業なので、スタッフ用従業員食堂があり
朝食、昼食、夕食、そして夜食が提供されます。
A子の転職先には食堂はなく、外食か、自分のデスクでお弁当かほか弁を
食べるしかありません。
 

●休日の問題
ホテル業は年中無休ですので、休みは交替シフト制です。
希望を出せば、用事のある日に休めて便利です。
 

以上がA子がホテル業で無意識に当然のこととして受け止めていたことが
転職してみて、当然ではなかったのだと気づいたことのあれこれです。
 

しかし、転職先にも慣れたA子、ホテル業とは違う、転職先のいいところにも
気がつきました。
 

１．職場がアットホーム
　　ホテル業とは違い、全員が同じ目的に向かい、協力して仕事をするので
　　アットホームで、心なごむ職場である。
２．業績によりボーナスが年４回
　　売り上げに応じて、年４回もボーナスがあった！
３．社員旅行は海外！
４．旅行休暇が年10日、旅行手当20万円

　　＊ただし、詳細な旅行レポートの提出が義務付けられています。
５．旅行の知識が広がり、旅行好きにはすごいメリット
 

以上の点から、A子は、
転職は、いいことばかりとは限らない。
転職で何を失い、何を得るのか、
自分にとって失うものの価値と得るものの価値について
どっちが大切なのか、どっちがより重要なのかをじっくり考えてみる必要がある、
と悟ったそうです。
 

●西尾の解説
私は、ひとつの会社しか経験せず、自営業になりましたが、
それでも慣れるまで大変でした。
 

それは、あいさつです。
他のホテルでは違ったのかも知れませんが、
私の勤務していたホテルのあいさつは、
職場で勤務に就くとき、廊下でスタッフとすれ違う時
朝でも、昼でも、夜でも「おはようございます。」
でした。
 

慣れるまで、昼過ぎや夜に「おはようございます！」
と言ってしまい、慌てて言い直すことがたびたびでした。
 

いまでは、ちゃんとあいさつもできるようになりましたよ。
 

==========================================================
★トピックス～介護保険料率が変わりました！～
 
介護保険料が3月から変わりました。
1.13%から1.16%への改定です。
標準報酬月額が20万円の場合は、本人負担が60円程、
30万円の方は90円程増えます。



 
介護保険法は、平成12年施行され、
市町村の区域内に住所が有る65歳以上の方を第1号被保険者、
40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と呼びます。
40歳未満は被保険者ではありませんので、
健康保険料率が改定されるまでは、従来の保険料が天引きされます。
該当される方は4月納付分からですので、今月又は来月の給与明細から
額が変わります。
 
==========================================================
 

～～～～～～編集後記～～～～～～～～
 
今年は、暖冬の影響か、桜の開花時期が
全国的に１０日程度早いそうです。
 
近畿地方では、３月２５，６日にも桜の
開花が予想されているとか。
 
景気が良くても悪くても、
季節は移ろい、花は咲きます。
 
どんな時でも、花を愛でる心の余裕は
持っていたいですよね。
 
そして、当然花見で....、いややめとこう。
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～
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